
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福利厚生温浴施設 

優和の郷・孝 

天然温泉を活用した「福利厚生温浴施設 優和の郷・孝」は、医療法人アンリー･デュナン会

の職員並びに家族の福利厚生の一環として健康増進を図ることを目的に、平成 29 年 3 月に設置

された施設です。 

 

 整備経過 

  平成 24年 12月 約２haの用地取得 

  平成 27年 2月 温泉掘削工事完了 

  平成 28年 1月 建築設計・監理業務委託契約締結 

  平成 28年 6月 新築工事請負契約締結 

  平成 29年 3月 竣工・オープン 

 

 施設概要 

  構造・規模  鉄筋コンクリート 地上１階 

  延べ面積   362.40㎡ 

  医師用、男性職員用、女性職員用等の４浴室構成 

 

住所  深川市あけぼの町 1番 34号 

（利用できるのは医療法人アンリー･デュナン会の役職員と家族です。） 

～ 孝 ～  

親孝行の孝から、家族を愛する心をイメージして名付けています。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

源泉名は「孝の湯」と名付けられています。 

掘削深度は 1100.0ｍ、泉温は 30.1℃、泉質はナトリウム

－塩化物・炭酸水素塩温泉（低張性中性低温泉）といい

ます。 

適応症は筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわば

り、胃腸機能の低下、軽症高血圧、耐糖能異常（糖尿病）、

ストレスによる諸症状（睡眠障害、うつ状態など）、疲労

回復、健康増進、冷え症、皮膚乾燥症などです。 

 

 

福利厚生温浴施設 優和の郷・孝 運営規程（抜粋） 

第 6条（利用者の心得） 

 利用者は孝の利用に関して、次の各号を守らなければならない。守らない利用者につい

ては利用中であっても利用を禁止することができる。 

１．秩序・風紀を乱し、他人に迷惑となる行為は厳に慎むこと。 

 ２．施設内外において、お互いに進んで整理・整頓すること。 

 ３．利用者が自己の責に帰すべき事由によって、施設（建物、什器、備品、その他）を 

毀損、滅失若しくは甚だしく汚損しないこと。又、施設（建物、什器、備品、その 

他）を毀損、滅失若しくは汚損した場合はすみやかに法人事務局に連絡すること。 

 ４．他人の名義を使用し、または使用しようとしないこと。 

 ５．その他施設利用の目的に反する行為を行わないこと。 

 ６．管理上支障があるような行為を行わないこと。 


